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２０１５年４月２日 

 

 

（21 世紀構想懇談会説明資料） 

 

 

戦後７０年を経た日本の安全保障体制と、これからの道（私論） 

 

                             岡本行夫  

 

 

   

１．基本認識  

 

（１）日本がとりうる防衛体制  

  

日本の選択肢は三つだけ。「非武装中立」か「武装中立」か「同盟」。 

（「集団安全保障」はアジアにおいては存在できる基盤がない ）。 

 

①「非武装中立」は、国民の２．６%しか支持していない（内閣府調査）。 

 

②「武装中立」のためには、自衛隊の大増強と、更に核武装の覚悟も  

  必要。日本が取り得る道ではない。 

 

③さすれば、「同盟」しかない。どの国と？ 中国？ロシア？韓国？ 結局 

  米国との同盟しかない。 

 

（２）日本の戦略環境  

 

東アジアは軍人数でみた世界のトップ５ヵ国のうち３ヵ国（中国、ロシア、

北朝鮮）が集中し、軍備集積度が世界で最も高い地域。 

中国は領土と資源・エネルギーを求めて膨張主義を止めず、ロシアは武力に

よる国境変更を躊躇せず、北朝鮮は核兵器と弾道ミサイル開発を続けている。

しかも、日本はその全てと領土問題を抱えている。 

 そうした戦略環境の中で、日本の防衛費は GDP 対比で言えば世界で１０３

位という「軽負担」。それなのに侵略される怖れなくやってこれたのは何故か。

憲法９条の存在ではない。日米安保体制である。 
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（３）防衛力の考え方  

  

本来、国家の防衛力の水準は、周辺の脅威に対応する「所要防衛力」として

決められるべき。 

 しかし日本は財政的理由から、５１大綱をもって「基盤的防衛力（平和時に

必要な防衛力の限界）」の考え方に転換し、「ＧＮＰ１%」という経済指標を

もって上限とした。 

 その後、０７、１６大綱を経て、即応性・機動性・柔軟性を重視する（ただ

し量を軽視）２２大綱の「動的防衛力」に進み、現在は２５大綱の「統合機動

防衛力」（質、量とも重視）の下にいる。 

 しかしいずれの大綱も「基盤的防衛力」の考え方を基礎とし、簡単に言えば、

日本が財政事情で一方的に防衛費を決めて残りを米国に頼るという構図が続

いている。 

 

 

２．日米安保体制   

  

（１）仕組みと効果 
  

日本の防衛力（盾）と米国の攻撃力（矛）の組み合わせによる日本防衛（第

５条）と極東の平和と安定の確保（第６条）。 

 日米安保の最大の目的は「抑止」。抑止力とは、周辺諸国に対し、「安保条

約は現実に発動される態勢にある」という印象（パーセプション）を与え続け

ること。関係が必要。 

 

（２）課題  

 

① 柱は１本か２本か 

    日本の防衛体制は「日米安保」という 1 本柱か、「自衛隊」と「日米安

保」という２本柱か、という二つの思想。「小規模限定侵略は独力対処」

というのは２本柱論。しかし安保条約の下では、いかなる侵略でも最初か

ら日米が共同対処する。この認識のズレがＦＳＸ問題でも顕在化。 

 

② 日米の非対称  

    米国にとっては日本は多数の同盟国の一つ。（日本にとっては米国は唯

一の同盟国）。このことからくる議会やメディアの日本に対する認識不足

がある。（例えば日本フリーライド論）。 

    日本にあっても、地方自治体やメディアの理解不足がある。（例えば日

米地位協定不平等論） 
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③ ５条事態優先か、６条事態優先か  

日本側は、当然ながら５条事態（日本有事）重視。米側は、日本が直接

侵略を受ける可能性より、周辺の紛争が日本に波及する可能性のほうが高

いとして、６条事態（極東有事）重視。 

  もっとも周辺事態法の成立以降、日米間の齟齬は縮小しつつある。 

 

④ 沖縄の過重負担  

     沖縄の不平等感に対する国民的理解と持続的取組みが必要。国として

「沖縄問題」の優先順位の引き上げを。 

 （普天間飛行場移設については、経緯を見れば政府と県との間でボタンの掛

け違いがあるが、現段階に至れば普天間の騒音と危険性除去のためには政

府方針が唯一の方策。）。 

 

⑤ 中国が狙う日米分断  

    米国から切り離された日本は、中国にとっては、たやすい標的。中国は

米国を重視しつつ、日米間の離間を図っている。９８年クリントン大統領

の訪中時のミサイル照準の取り外し、習近平政権の「第二次大戦時の反フ

ァシスト連合（米が含まれる）の結束」の呼びかけなど。 

 

   

３．国際平和協力活動への貢献   

 

（１）日本が国際平和に貢献するべき理由 

 

①グローバル化した世界では脅威は拡散しやすく、すぐに日本にも影響が及ぶ。 

 

②日本だけがリスクをとらなければ、世界で二流市民扱いを受ける（湾岸戦争）。 

 

③消極姿勢は金銭的に高くつく。（湾岸戦争への非協力のコストは１３０億ド

ル。インド洋での洋上給油活動中止のコストは５千億円） 

    

（２）新安保法制の意義 

  成立すれば、日本の国際平和への貢献は重層化する。 

  今回の一連の作業の本質は、内閣法制局の硬直的見解（「個別自衛権以外の

武力行使は全て『他国を武力で守る行為』である集団的自衛権」と定義した

１９７２年見解）を是正したところにある。 

  （一方、憲法９条は厳然として存在するから、日本の自衛につながらない

武力行使は、今後とも許容されない。） 
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４．日本が目指すべき道   

 

（１）海洋安全保障のための自衛隊強化  

米国と共同して海洋の自由を確保するために、自衛隊の態勢拡充が必要。 

① 陸自を着上陸対処の部隊ではなく、機動化した上で世界平和のために迅速

に行動できる部隊に。 

 

② 海自を「護衛艦６０隻（５１大綱の水準）・潜水艦２６隻」態勢に。 

 

③ 空自の迎撃能力（戦闘機と PAC3）強化 

 

④ 過度の財政介入の抑制（実員数を定員数より更に削減する「充足率」方式

の廃止等） 

 

（２）積極的平和主義の具体化  

 

   ① 日本は、これまで国際平和構築のための多くの支援要請を断ってきた。イラ

ン・イラク戦争の時にペルシャ湾内の商船隊を防護するための国際護衛艦隊

への参加。湾岸戦争の際の輸送・医療協力。インド洋におけるテロリストの

通交遮断のためのパトロール艦隊への参加。南スーダン及びアフガニスタン

への陸自ヘリの派遣。ＰＲＴ（アフガニスタン地方復興チーム）への参加・・。 

断った理由の多くは、「自衛隊を危険なところには派遣しない」という政

治的方針。これを転換できるか。（例えばバグダッド日本大使館警護など）。 

 

③「海洋アジア」での連携強化。 

     日本は、「海洋アジア」のリーダーとして、航行の安全、地域各国のガバナ

ンス強化、経済の持続的発展などを目指して、フィリピン、ベトナム、インド

ネシアなどの域内諸国との関係を強化すべし。 

 

   ④ ＯＤＡ大国としての復活（省略） 

                               以上 

  


